
静岡県では、約７万人（令和８年５月現在）の幼児・児童・生徒の方が私立の幼

稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校に通っ

ています。

令和８年度版私立学校への助成制度概要

未来を担うお子様のために
～静岡県は私立学校を応援しています～

静岡県健康福祉部

静岡県では、

学校教育において優れた実績を上げ

重要な役割を担っている私立学校教育の振興のため、

① 教育条件の維持・向上

② 保護者の経済的負担の軽減

③ 学校経営の健全性の向上

につながる支援をしています。



学校法人が設置する学校の教職員の人件費（幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教職員の人件費に限り

ます。）、教材等の購入費、学校の管理費などの経常的経費に対して助成し、教育条件の維持・向上、修学

に係る経済的負担の軽減、学校経営の健全性の向上を図ります。

※ 専修学校（高等課程１０２，５３０円、専門課程・一般課程（１校当たり）５７３万円）

各種学校（中学生相当６７，３３０円、小学生相当６７，２４０円）

経常的経費に １６８億２,３９７万円
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幼児・児童・生徒1人当たりの助成額（令和８年度当初予算）

幼稚園 小学校 中学校 高等学校（全日制） 高等学校（通信制） 専修・各種学校

(23 園) (5 校) (29 校) (43 校) (8 校) (57 校)

障害のある幼児等への教育に ４億３,１２４万円

障害のある幼児を預かる幼稚園や、障害のある児童・生徒の通学する

特別支援学校に対し助成します。

◆私立特別支援学校教育費助成 ６,６２４万円

◆私立幼稚園障害児教育費助成 ３億６,５００万円

令和８年度予算において、総額約 361 億円を計上しています。

子育て支援に ４,２００万円

預かり保育や教育相談・地域開放等の子育て支援を行う幼稚園などに助成
します。

◆預かり保育事業 ３,７８０万円

◆子育て支援推進事業 １７０万円

◆私立幼稚園幼児教育センター事業 ２５０万円



私立学校におけるきめ細かな学習指導やＩＣＴ教育環境の整備のため、学習指導員、ＩＣＴ

支援員等の配置を行う私立学校に対し助成を行うことで、教育環境の充実を支援します。

◆私立学校ＩＣＴ教育環境整備推進事業費助成 １,８６０万円

◆私立学校学習指導員配置等事業費助成 ,５２０万円

◆私立学校スクールカウンセラー配置等事業費助成 ２,３４０万円

◆私立学校安全教育推進事業費助成 ３,２４０万円

◆私立学校教員業務支援員配置等事業費助成 ７２０万円

◆私立学校外国人生徒受入環境整備事業費助成 ２３０万円

教職員の育成と確保に ７億８,１９４万円

教職員の研修、退職金給付に必要な基金造成や年金等の長期給付事業を行う私立学校関係

団体に助成し、優秀な教職員の確保と育成を支援します。

◆私立学校退職基金造成費助成 ４億９,８１４万円

◆日本私立学校振興・共済事業団助成 ２億６,９６０万円

◆私立学校教職員研修等事業費助成 １,４２０万円

外国人留学生受入れのための体制構築に １,６００万円

グローバル人材育成に向けた環境構築を行う私立学校に対し助成を行う。

◆国際交流・留学プログラム構築推進事業費助成（新規） １,６００万円

校舎の耐震化等の安全確保対策や教育環境の整備に １億２,３４０万円

学校法人が実施する校舎等の耐震化事業や老朽化した学校施設の補修、教育機器の整備などに対して助成

し、幼児・児童・生徒の安全確保や教育環境の整備・充実を図ります。

◆私立学校耐震化促進等事業費助成 ９,０００万円

・耐震化事業、災害用備蓄用品整備

・高校の老朽補修、専修学校の情報処理関連機器の整備など

◆私立幼稚園等教育支援体制整備事業費助成 ３,３４０万円

・幼児教育の質の向上のための緊急環境整備や ICT 化支援等

教育活動を支援する人材の配置に ８,９１０万円

外国語の教育支援に ８５０万円

JET プログラムによる ALT（外国語指導助手）を配置する事業に助成します。

◆私立学校外国語教育支援事業費助成 ８５０万円



＜③ 新修学支援対象者＞

概ねの世帯

年収

区分（月額）
２７０万円未満

２７０万円以上

３５０万円未満

３５０万円以上

５９０万円未満

５９０万円以上

７００万円未満

７００万円以上

８５０万円未満

８５０万円以上

９１０万円未満

就学支援金（経過措置） ３３,０００円 ３３,０００円 ３３,０００円 ９,９００円 ９,９００円 ９,９００円

私立学校就学支援【県単】

(上乗せ授業料減免分)
９,７５０円 ４,８００円 ー ２３,１００円 ６,６００円 ー

計 ４２,７５０円 ３７,８００円 ３３,０００円 ３３,０００円 １６,５００円 ９,９００円

概ねの世帯

年収

区分（月額）

２７０万円未満
２７０万円以上

３５０万円未満

３５０万円以上

５９０万円未満

５９０万円以上

７００万円未満

７００万円以上

８５０万円未満

８５０万円以上

９１０万円未満

９１０万円以上

(在校生のみ)

新修学支援金 ３３,０００円 ３３,０００円 ３３,０００円 ９,９００円 ９,９００円 ９,９００円 ９,９００円

私立学校就学支援【県単】

(上乗せ授業料減免分)
９,７５０円 ４,８００円 ー ２３,１００円 ６,６００円 ー ー

計 ４２,７５０円 ３７,８００円 ３３,０００円 ３３,０００円 １６,５００円 ９,９００円 ９,９００円

概ねの世帯

年収

区分（年額）

生活保護世帯
住民税非課税世帯

(２７０万円未満)

２７０万円以上

３８０万円未満

３８０万円以上

４９０万円未満

３８０万円以上

６００万円未満

（多子世帯）

全日制 ５２,６００円 １５２,０００円 ５０,６７０円 ３８,０００円 ー

通信制 ５２,６００円 ５２,１００円 １７,３７０円 １３,０３０円 ー

専攻科 ー ５２,１００円 １７,３７０円 ー １３,０３０円

生徒の就学支援に １７７億８,０９１万円
・私立高等学校等に通う生徒等の授業料の負担を軽減するため、就学支援金（新修学支援）を支給するとと

もに、就学支援金（新修学支援）に上乗せして授業料減免を行った学校に対して、静岡県私立学校就学支

援事業費補助金により助成しています。

・生徒１人１か月当たりの授業料の支援額は下記表のとおりとなります。（通信制は別途算定）

【授業料支援額(上限額)一覧】(通学する学校の授業料が支援額を下回る場合は、授業料が上限額となります)

＜① 就学支援金新制度対象者＞

概ねの世帯

年収

区分（月額）

２７０万円未満 ２７０万円以上

就学支援金新制度 ３８,１００円 ３８,１００円

私立学校就学支援事業【県単】

(上乗せ授業料減免分)
４,６５０円 －

計 ４２,７５０円 ３８,１００円

・上記のほか、授業料以外の支援として返還不要の奨学給付金を下記表のとおり給付しています。
※就学支援金新制度の対象外となる外国籍または外国人学校の生徒（新入生である留学生を除く）は、生活保護世帯・住

民税非課税世帯への支援のみ。

【授業料以外支援額(上限額)一覧】

＜④ 奨学給付金＞

※ 世帯年収については、４人世帯（夫婦、高校生１人、中学生１人）を想定した目安額。

＜② 就学支援金(経過措置)対象者＞



静岡県内の私立学校に通学する生徒の授業料や

授業料以外の費用（教材費、学用品等）を支援します。

対象校種 助成額 対象要件

①新制度

高等学校（全日制・通信制）
特別支援学校（高等部）
専修学校（高等課程・一般課程）
※静岡県内の学校に限る

前ページ授業料支援額
一覧表①のとおり

左記の対象校種に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、以下の１
～７のいずれかに該当する者
１．日本国籍を有する者 
２．特別永住者 
３．永住者 
４．日本人の配偶者等
５．永住者の配偶者等 
６．定住者のうち将来永住する意思があると認められた者 
７．家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒
  業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

②経過措置

高等学校（全日制・通信制）
特別支援学校（高等部）
専修学校（高等課程・一般課程）
各種学校（高校生相当）
※静岡県内の学校に限る

前ページ授業料支援額
一覧表②のとおり

左記の対象校種に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、就学支援
金新制度の対象外となる外国籍及び外国人学校の生徒であって、以下に
該当する者
・R8在校生（留学生含む）の場合
 概ね世帯年収が910万円未満の世帯

高等学校（全日制・通信制）
特別支援学校（高等部）
専修学校（高等課程・一般課程）
各種学校（高校生相当）
※静岡県内の学校に限る

前ページ授業料支援額
一覧表③のとおり

左記の対象校種に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、就学支援
金新制度の対象外となる外国籍及び外国人学校の生徒であって、以下の
いずれかに該当する者
・R8新入生（留学生除く）の場合
 概ね世帯年収が910万円未満の世帯
・R8在校生（留学生含む）の場合
 概ね世帯年収が910万円以上の世帯

高等学校（全日制・通信制）
専修学校（高等課程・一般課程）
各種学校（高校生相当）
※静岡県内の学校に限る

前ページ授業料支援額
一覧表①②③のとおり

以下の1～３のいずれかに該当する者
１．①就学支援金新制度の対象要件を満たし、かつ概ね世帯年収が270
  万円未満の世帯（通信制は支給なし）
２．②就学支援金(経過措置)の対象要件を満たし、かつ概ね世帯年収が
  350万円未満、590万円以上850万円未満の世帯
３．③新修学支援の対象要件を満たし、かつ概ね世帯年収が350万円未
  満、590万円以上850万円未満の世帯
       ※２，３について、留学生や保護者等の一方が海外赴任している場
   合等で課税状況が確認できない場合は対象外。
  ※２，３の高等学校（通信制）については、概ね世帯年収590万円
   以上850万円未満のみ対象とする。

【授業料に係る助成】
区分

③新修学支援

④私立学校就学支援
【県単】

就学支援金



※以下の助成においては、自己の責めによらない会社等の倒産や失業等、収入が減少したことにより、

授業料等の納付が困難となった家計急変者に対しても支援を行っています。

（就学支援金（経過措置）、新修学支援、授業料減免費助成（家計急変）、奨学給付金）

授業料減免費助成（家計急変）による家計急変者に対する支援については、高等学校等のほか小・中学校の児童及

び生徒も対象となる場合があります。

◎詳しくは、各私立学校の事務担当者に御確認ください。

各助成制度を活用する場合は、学校に申請書等を提出する必要があります。

このリーフレットに関するお問い合わせは、下記にお願いします。

静岡県健康福祉部こども若者局私学振興課

〒４２０-８６０１ 静岡市葵区追手町９－６

ＴＥＬ ０５４-２２１-２０６５ （助成班）、３３４６ （指導班）

ＦＡＸ ０５４-２２１-２９４３

静岡県私学振興課 検索

対象校種 助成対象 助成額 対象要件

新制度
高等学校（全日制・通信制）
専修学校（高等課程・一般課程）

以下のいずれも満たす者
１．保護者等が静岡県内に居住する者
２．就学支援金新制度の対象要件を満たす者
 （前ページ①参照）のうち、生活保護（生
  業扶助）世帯、世帯年収約490万円未満
  の世帯（専攻科多子世帯については世帯
  年収約600万円未満）

経過措置
高等学校（全日制・通信制）
専修学校（高等課程・一般課程）
各種学校（高校生相当）

以下のいずれも満たす者
１．保護者等が静岡県内に居住する者
２．就学支援金新制度の対象外となる外国籍
  及び外国人学校の生徒（R8新入生（留
  学生除く）、R8在校生（留学生含む））
  のうち、生活保護（生業扶助）世帯、住
  民税非課税世帯

高等学校（全日制・通信制）
専修学校（高等課程・一般課程）
各種学校（高校生相当）
※静岡県内の学校に限る

入学時納付金 学校が免除した入学時納付金額
当該年度の入学者のうち里親に養育されてい
る生徒又は養護施設に入所している生徒

高等学校（全日制）
専修学校（高等課程・一般課程）
各種学校（高校生相当）
※静岡県内の学校に限る

遠距離通学費

通学費15,000円/月を超える部分
の※1/2の額
※世帯年収約350万円以上490万
 円未満の場合は3/8の額

世帯年収約490万円未満の私立学校就学支援
（授業料に係る助成）の対象者
（前ページ④参照）

【授業料以外に係る助成】

区分

奨学給付金
教科書費、教材費、
学用品費、教科外活
動費等

前々ページ授業料以外支援額一
覧表④のとおり

私立学校就学支援
【県単】


